
 
            

 
「上級英語研修の請負」に係る企画競争について 
 
 下記のとおり企画競争を行います。 

令和７年４月１８日 
 

                      支出負担行為担当官 
                         内閣衛星情報センター 

                           管理部長  室伏 祐二 
 
記 

 
１ 契約担当官等の官職及び氏名 
  支出負担行為担当官 
  内閣衛星情報センター管理部長  室伏 祐二 
 
２ 企画競争に参加する者に必要な資格 
（１） 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 

ただし、未成年、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得 
ている者については、この限りではない。 

（２） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しないものであること。 
（３） 令和７・８・９年度内閣及び内閣府所管競争参加資格審査（全省庁統一資格）において 

「役務の提供等」のＤ以上の等級に格付けされた者であること。 
（４） 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ず 

る者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでない

こと。 
（５） 契約担当官等から取引停止措置を受けている期間中でないこと。 

 
３ 企画競争の内容 
  上級英語研修の請負 
 
４ 企画競争の内容を示す場所 

所在地 東京都新宿区市谷本村町９－１３ 
  電話番号 ０３－３２６７－９５５６（直通） 
       ０３－３２６７－９５５９（ＦＡＸ） 
 
５ 企画提案書等の提出期限及び場所 



提出期限 令和７年５月９日（金）１２時 
提出場所 東京都新宿区市谷本村町９－１３ 
内閣衛星情報センター 管理部会計課 契約・出納班 
電話：０３－３２６７－９５５６ 

   
６ 企画競争の無効 
  企画競争に必要な資格を有しない者が提出した企画案は無効とする。 
 
７ 選定結果の通知 
  令和７年５月１３日（火）までに通知する。 
 
８ その他 
  企画競争説明書による。 
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令和７年度「上級英語研修の請負」に係る 

企画競争説明書 

 

１ 概 要 

  本書は、内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター（以下「当センター」

という。）が行う令和７年度「上級英語研修の請負」（以下「英語研修」という。）

の契約相手先候補を選定するため、本研修の実施内容及び体制等について、提

案を求めるものである。 

 

２ 英語研修の概要 

  英語研修の受講対象者に対する目的の水準を以下のとおりとし、これらの

目的を達成するために最適な研修を実施すること。 

 (1) 上級英語クラス 

  ア 外国の関連企業等との情報交換に必要な英会話能力の習得及び作成し

た報告書等を独自で英文化し、発表ができる。 
  イ 英語圏で企画する安全保障に関する専門教育コースに応募できる程度

の語学力の習得を目指す。 
 (2) 維持向上クラス 

上級英語研修で習得した語学力の練度を維持向上させる。 
 

３ 研修方針 

(1) 上級英語クラス    

  ア 上記の研修目的を達成するために、リスニング、リーディング、ライテ

ィング、スピーキングの４分野、全てのレベルアップを図る。 

  イ 本研修を実施するに当たり、次項に示す関連分野を中心としたカリキ

ュラムで進めていくとともに、各分野に応じた専門用語を最大限に活用

する。 

(2) 維持向上クラス 

   過去に上級英語研修を受講した者を対象に、英語力のブラッシュアップ

を図る。 

 

４ 関連分野 

 (1) 分析手法（トレードクラフト） 

 (2) 特殊専門用語 

  ア 人工衛星の運用に関すること。 
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  イ Ｃ４ＩＳＲ（指揮･統制･通信・コンピュータ・情報・監視・偵察）に関

すること。 

 (3) 安全保障に関すること。 

  ア 国際情勢 

  イ 軍事組織 

  ウ 軍の施設、装備品等 

 (4) 核施設 

  ア 原子力発電所 

  イ 核サイクル 

 (5) 社会産業基盤 

   飛行場、港湾、各種工業施設 

 

５ 研修期間、研修時間及び回数 

 (1) 上級英語クラス 

  ア 前 期 

   (ｱ) 令和７年５月２１日～８月２９日（２５回） 

   (ｲ) ２ｈ／１回（１０：００～１２：００） 

   (ｳ) ２回（水・金）／週 

  イ 後 期 

   (ｱ) 令和７年９月５日～令和８年３月６日（２５回） 

   (ｲ) ２ｈ／１回（１０：００～１２：００） 

   (ｳ) １回（金）／週 

 (2) 維持向上クラス 

   上級英語クラスの後期期間に実施 

  ア 令和７年９月３日～１１月１９日（１２回） 

  イ ２ｈ／１回（１０：００～１２：００） 

  ウ １回（水）／週（１回を１テーマとして完結させる。） 

 (3) 休暇期間 

  ア 夏季休暇期間 

    令和７年８月１２日～８月１５日 

  イ 年末年始休暇期間 

    令和７年１２月２２日～令和８年１月３日 

 (4) 予備日 

   契約期間中調整の上、別途設定する。 

 

６ 研修場所 

  当センター施設内の会議室とする。 
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７ 受講対象者 

 (1) 上級英語クラス 

   ５名程度とし、グループレッスンとする。 

 (2) 維持向上クラス 

   各回５～１０名程度とし、グループレッスンとする。 

 

８ 講 師 

  講師の必須条件を以下に示す。 

 (1) 官公庁に対する英語教育又は通訳業務の実績（３年以上）を有するととも

に経験豊富な人材であること。 

 (2) 当センターの研修目的の主旨に準じ、第４項に示す実施すべき関連分野

に精通した人材であること。 

 

９ 研修実施要領 
上級英語クラス 維持向上クラス 

ア 研修内容及び研修資料は、研修目的及び関連分野に準じた内容で構成する

こと。 

イ 本英語研修を開始するに当たり、以下に示す資料を作成し提出すること。 

 (ｱ) 本英語研修を実施するに当たっての実施方針 

 (ｲ) 本英語研修の研修内容及び実施要領 

 (ｳ) 本英語研修に使用する教材の概説 

 (ｴ) カリキュラムの明示及びカリキュラムごとの具体的な実施要領及び日程 

 (ｵ) フィードバック等に関する実施要領   

 (ｶ) 各試験（レベルチェック、 総合試

験）の実施要領 
レベルチェックの実施要領 

 (ｷ) その他（研修を実施する上で、必要と思われる資料等の概説） 

ウ 受講者に対しては科目（リスニング、

リーディング、ライティング、スピーキ

ング）ごとにバランスよく宿題を与え、

次の研修時に解答・添削等、受講者にフ

ィードバックしなければならない。 

  

エ 研修時に使用する教材、テキスト等は、契約相手方が研修目的に準じた内

容で準備し、配付すること。（テキスト等、配付資料の１部を当センターに

も提供すること。） 



4 
 

オ 研修の初回には、受講者の素養を測

り、また、中間段階での受講者ごとの進

捗状況と弱点を把握するためにレベルチ

ェックを実施し、当該結果を当センター

側に通知するとともに、以後の研修に反

映させること。 

 研修の各回はじめに受講者の開

始当初のレベルを測ること。 

カ 研修の終了時において、研修目的に準

じた研修成果を評価するための試験（総

合試験）を実施し、当該結果を当センタ

ー側に通知すること。 

 研修終了時において、各研修参

加者に対するレベル維持・向上の

ための個別アドバイスを作成し、

当センター側に通知すること。 

キ 研修終了時、受講者全員に対して教材の量、研修内容の満足度等に関する

アンケート調査を実施し、当該結果を当センター側に提出すること。 

ク 研修終了後、業務完了報告書を当センター側に提出すること。 

 

10 施設内で知り得た情報及び個人情報の取り扱い 

 (1) 契約相手方は、施設内で知り得たいかなる情報も外部へ漏えいさせては

ならない。  

 (2) 契約相手方は、研修に必要な最低限の個人情報を受講者本人から入手で

きるが、当該情報を研修目的以外に使用してはならない。  

 (3) 前２号の内容を、本業務の従事者（講師等）に遵守させるための必要な措

置を講ずること。 

 

11 経 費 

  この業務に係る経費は、４，０７０千円（消費税及び地方消費税額を含む。）

以下とする。 

 

12 質問要領 

 (1) 様式自由 

 (2) 質問の期限は、令和７年４月３０日（水）正午到着分までとする。 

 (3) 質問の提出方法は、ＦＡＸを基本とする。 

 (4) 電話での質問は、受け付けないこととする。 

 

13 企画提案書の提出 

 (1) 提出書類 

  ア 企画提案書 原本１部、（写）１部、合計２部 
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  イ 令和７年度有効 一般競争入札参加の資格審査結果通知書（全省庁統

一資格）（写）２部 

 (2) 提出期限 

   令和７年５月９日（金）正午まで 

 (3) 提出先 

   内閣衛星情報センター管理部会計課 契約・出納班 

   住 所：東京都新宿区市谷本村町９－１３ 

   電 話：０３－３２６７－９５５６ 

   ＦＡＸ：０３－３２６７－９５５９ 

 

14 企画提案書の評価 

  提出された企画提案書は、「評価項目及び評価基準」に基づき書類審査を行

い、契約相手先候補者を決定する。 

  なお、必要により次点を決定する。 

 

15 技術等審査結果の通知 

  審査結果は、令和７年５月１３日（火）までに合否の通知を行う。 

  合格通知を受領した契約相手先候補者は、次項に従って手続を行うものと

する。 

 

16 商 議 

  契約相手先候補者に対し、英語研修に関するより詳細な事項を開示し、契約

に必要な詳細事項を決定する。 

  なお、商議が整わなかった場合は、次点の者と商議を行う場合がある。 

 

17 留意事項 

 (1) 提出された企画提案書は、審査後も返却しないこととする。 

 (2) 受領した資料は、本競争以外に無断で使用しないこととする。 

 (3) 落札の成否を問わず、企画提案書の作成に要する費用は負担しないこと

とする。 

 



別 冊 

 

 

 

仕 様 書 

 

上級英語研修の請負 

 

 

 

 

 

令和７年３月 

 

内閣官房内閣情報調査室 

 

内閣衛星情報センター 
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１ 総 則 

 (1) 件 名 

    令和７年度「上級英語研修の請負」 

 (2) 概 要 

   本仕様書は、内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター（以

下「当センター」という。）職員に対して行う上級英語研修の請負に

ついて定める。 

 (3) 契約期間 

   契約締結日から令和８年３月２７日（金）まで 

 

２ 研修概要 

 (1) 研修目的 

  ア 上級英語クラス 

   (ｱ) 外国の関連企業等との情報交換に必要な英会話能力の習得及

び作成した報告書等を独自で英文化し、発表ができる。 

   (ｲ) 英語圏で企画する安全保障に関する専門教育コースに応募で

きる程度の語学力の習得を目指す。 

  イ 維持向上クラス 

    上級英語研修で習得した語学力の練度を維持向上させる。 

 (2) 研修方針 

  ア 上級英語クラス 

   (ｱ) 上記の研修目的を達成するために、リスニング、リーディン

グ、ライティング、スピーキングの４科目、全てのレベルアッ

プを図る。 

   (ｲ) 本研修を実施するに当たり、次号に示す関連分野を中心とし

たカリキュラムで進めていくとともに、各分野に応じた専門用

語を最大限に活用する。 

  イ 維持向上クラス 

    過去に上級英語研修を受講した者を対象に、英語力のブラッシ

ュアップを図る。 

 (3) 関連分野 

  ア 分析手法（トレードクラフト） 

  イ 特殊専門用語 

   (ｱ) 人工衛星の運用に関すること。 

   (ｲ) Ｃ４ＩＳＲ（指揮･統制･通信・コンピュータ・情報・監視・

偵察）に関すること。 

  ウ 安全保障に関すること。 

   (ｱ) 国際情勢 
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   (ｲ) 軍事組織 

   (ｳ) 軍の施設、装備品等 

  エ 核施設 

   (ｱ) 原子力発電所 

   (ｲ) 核サイクル 

  オ 社会産業基盤 

    飛行場、港湾、各種工業施設 

 (4) 研修期間 

  ア 上級英語クラス 

   (ｱ) 前 期 

     令和７年５月２１日～８月２９日（２５回） 

   (ｲ) 後 期 

     令和７年９月５日～令和８年３月６日（２５回） 

  イ 維持向上クラス 

    令和７年９月３日～１１月１９日（１２回） 

  ウ 休暇期間 

   (ｱ) 夏季休暇期間 

     令和７年８月１２日～８月１５日 

   (ｲ) 年末年始休暇期間 

     令和７年１２月２２日～令和８年１月３日 

  エ 予備日 

    契約期間中調整の上、別途設定する。 

 (5) 研修時間及び回数 

  ア 上級英語クラス 

(ｱ)  前 期 

    ・２ｈ／１回（１０：００～１２：００） 

    ・２回（水・金）／週 

   (ｲ) 後 期 

    ・２ｈ／１回（１０：００～１２：００） 

    ・１回（金）／週 

  イ 維持向上クラス 

    上級英語クラスの後期期間に実施 

   (ｱ) ２ｈ／１回（１０：００～１２：００） 

   (ｲ) １回（水）／週（１回を１テーマとして完結させる。） 

 (6) 研修場所 

   当センター施設内の会議室を使用する。 

   設備：ＰＣ（スタンドアローン）、プロジェクター、テーブル、ホ

ワイトボード、椅子、ホワイトボードマーカー等 

  ア 備え付け備品は、使用可とする。 
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  イ その他の研修に必要な機材等は、契約相手側が準備する。 

 (7) 受講対象者 

  ア 上級英語クラス 

    ５名程度とし、グループレッスンとする。 

  イ 維持向上クラス 

    各回５～１０名程度とし、グループレッスンとする。 

 (8) 講 師 

   講師は、以下の条件を満たすこととする。 

  ア 官公庁に対する英語教育又は通訳業務の実績（３年以上）を有

するとともに経験豊富な人材であること。 

  イ 当センターの研修目的の主旨に準じ、(3) に示す実施すべき関

連分野に精通した人材であること。 

 (9) 研修実施要領 

上級英語クラス 維持向上クラス 

ア 研修内容及び研修資料は、研修目的及び関連分野に準じた内容で構

成すること。 

イ 本英語研修を開始するに当たり、以下に示す資料を作成し提出する

こと。 

 (ｱ) 本英語研修を実施するに当たっての実施方針 

 (ｲ) 本英語研修の研修内容及び実施要領 

 (ｳ) 本英語研修に使用する教材の概説 

 (ｴ) カリキュラムの明示及びカリキュラムごとの具体的な実施要領及

び日程 

 (ｵ) フィードバック等に関する

実施要領 
  

 (ｶ) 各試験（レベルチェック、 

総合試験）の実施要領 
レベルチェックの実施要領 

 (ｷ) その他（研修を実施する上で、必要と思われる資料等の概説） 

ウ 受講者に対しては科目（リス

ニング、リーディング、ライテ

ィング、スピーキング）ごとに

バランスよく宿題を与え、次の

研修時に解答・添削等、受講者

にフィードバックすること。 

  

エ 研修時に使用する教材、テキスト等は、契約相手方が研修目的に準

じた内容で準備し、配付すること。（テキスト等、配付資料の１部を

当センターにも提供すること。） 
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オ 研修の初回には、受講者の素

養を測り、また、中間段階での

受講者ごとの進捗状況と弱点を

把握するためにレベルチェック

を実施し、当該結果を当センタ

ー側に通知するとともに、以後

の研修に反映させること。 

 研修の各回はじめに受講者の開

始当初のレベルを測ること。 

カ 研修の終了時において、研修

目的に準じた研修成果を評価す

るための試験（総合試験）を実

施し、当該結果を当センター側

に通知すること。 

 研修終了時において、各研修参

加者に対するレベル維持・向上の

ための個別アドバイスを作成し、

当センター側に通知すること。 

キ 研修終了時、受講者全員に対して教材の量、研修内容の満足度等に

関するアンケート調査を実施し、当該結果を当センター側に提出する

こと。 

ク 研修終了後、業務完了報告書を当センター側に提出すること。 

 

 (10) その他 

   この仕様書に疑義が生じた場合は、当センター担当者と協議する

ものとする。 

 

３ 施設内で知り得た情報及び個人情報の取扱い 

 (1) 契約相手方は、施設内で知り得たいかなる情報も外部へ漏えいさ

せてはならない。 

 (2) 契約相手方は、研修に必要な最低限の個人情報を受講者本人から

入手できるが、当該情報を研修目的以外に使用してはならない。 

 (3) 前２号の内容を、本業務の従事者（講師等）に遵守させるための

必要な措置を講ずること。 

 

以上 



（案）

契 約 書

支出負担行為担当官内閣衛星情報センター管理部長 室伏 祐二 (以下｢甲｣という。)と

(以下｢乙｣という。)は、下記の条項により、上級英語研修の請負に関し、次のとおり契約を

締結する。

記

（契約の目的）

第１条 本契約の目的は次のとおりとする。

(１) 名 称 上級英語研修の請負

(２) 業務内容 仕様書のとおり

(３) 契約金額 金 円

（うち消費税及び地方消費税額 円）

(４) 契約期間 契約締結日から令和８年３月27日までとする。

(５) 履行場所 仕様書のとおり

（契約保証金）

第２条 契約保証金の納付は免除する。

（権利義務の譲渡）

第３条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡

し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令

（昭和25年政令第350号）第１条の３に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律

（平成10年法律第105号）第２条第３項に規定する特定目的会社又は信託業法（平成16

年法律第154号）第２条第２項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっ

ては、この限りではない。

２ 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に

基づいて、特定目的会社又は信託会社（以下「丙」という。）に債権の譲渡を行い、乙

が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例

等に関する法律（平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。）第４条第

２項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、又は丙が甲に対し、債権譲渡特例法

第４条第２項に規定する通知若しくは民法第467条若しくは債権譲渡特例法第４条第２

項に規定する承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留める

ものとする。

一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、

譲渡債権金額を軽減する権利を保留すること。

二 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権

を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。

三 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の変更その他契約内容の変

更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更

により譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、専ら乙と丙の間において解決され

なければならないこと。

３ 第一項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲の対価



の支払による弁済の効力は、官署支出官内閣府大臣官房会計課長（以下「支出官」と

いう。）が、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第42条の２に基づきセンタ

ー支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。

（再委託の制限）

第４条 乙は、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

２ 業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせること（以下「再委

託」という。）を必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託承認申請書（別記様式）を

甲に提出し、その承認を受けなければならない。

３ 前項の承認申請は、既に承認を受けた事項に変更を行う必要が生じた場合、又は再委

託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合も同様とする。

４ 再委託の内容が業務の主要部分でない場合（印刷製本費、リース料、翻訳料、会場借

料などの軽微な再委託である場合）は、前二項の承認を要しないものとする。

５ 前三項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先の相手

方（複数の段階で再委託が行われる場合の再委託の相手方を含む。以下同じ。）の行為

は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と

同等の義務を負う。

（監督）

第５条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため、会計法（昭和22年法律第35号、以下

「法」という。）第29条の11第１項の規定に基づき甲の指定する職員をもって監督に当

たらせることができる。

（検査及び検収）

第６条 乙は、本契約の履行が完了したときは、その都度甲又は甲の指定した職員（以下「検

査員」という。）にその旨通知し、法第29条の11第２項の規定に基づく検査を受けなけ

ればならない。

２ 検査員は、前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に乙の立会を求

めて検査を行わなければならない。この場合乙が立会しないときは、乙は甲の検査の結

果に対して異議の申し立てをできないものとする。

３ 前項による検査の結果、不合格となったものが生じた場合には、甲の指定した期限ま

でに必要な措置を講じ、再検査を受けなければならない。

４ 第２項又は第３項の検査に合格したときをもって検収とする。

５ 検査に要する費用は乙の負担とする。

（検査結果の通知）

第７条 甲は、前条による検査が終了したときは速やかに乙に通知しなければならない。

（代金の請求）

第８条 乙は、前条の通知を受けたときは、適法な支払請求書をもって第１条の契約金額 を

支出官に請求するものとする。

２ 支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以

内に当該代金を支払わなければならない。

（支払遅延利息）



第９条 支出官は、前条第２項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、

請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ、「政府

契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」（昭和24年12月大蔵省告示第991

号）に定める率により計算して得られた額（百円未満切捨て）を遅延利息として乙に支

払わなければならない。

（遅延賠償金）

第10条 乙は、甲の指定する期限内に業務を完了することができないと認められるときは、速

やかに甲に対し遅滞の事由及び検収見込月日を明らかにした書面を提出し甲の指示を受

けるものとする。

２ 甲は、前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上、期限後相当の期間内

に完了する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を

認めることができるものとする。

ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延

賠償金の免除を申し出ることができる。

３ 前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利3.00%を乗じて得た金額とす

る。

（違約金）

第11条 甲は、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為があったときは

契約履行未済金額の100分の10を違約金として徴収し本契約を解除することができる。

（甲の契約解除権）

第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することがで

きる。

一 乙が契約上の義務を履行しないか、又は履行する見込みがないと認めたとき。

二 この契約について、乙が不正行為をしたと認めたとき。

三 乙の責に帰する理由により契約の解除を申し出たとき。

四 乙が天災その他止むを得ない理由により契約解除を申し出たときで、且つ、その理

由が正当であると認めたとき。

（危険負担）

第13条 第７条に規定する検査結果を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。

（契約不適合）

第14条 甲は、乙が行った役務が本契約の内容に適合しないものであるときは、乙に対し、役

務の再履行による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負

担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をする

ことができる。

２ 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期

限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求す

ることができる。

３ 第１項に規定する場合において、甲は、損害賠償を請求又は本契約を解除できる。

（秘密の保持）



第15条 乙又はその使用人は、本契約履行上知り得た秘密の文書、図画、物件及び知識を他に

漏らしてはならない。

２ 前項の規定は、第１条に規定する契約期間が終了した後も有効に継続するものとす

る。

３ 甲は、乙に前二項の規定を担保させるため、乙の使用者及び使用者に準ずる者に対

し、必要な措置を講じさせるものとする。

（その他）

第16条 この契約の履行については、特約条項の定めがある場合においてはこの契約条項に定

めるもののほか、特約条項の定めるところによる。

２ 特約条項にこの契約条項と異なる定めのある場合は、特約条項の定めるところによ

る。

３ 本契約に疑義が生じたとき又は本契約書に明記していない事項については、その都度

甲乙協議の上決定するものとする。

本契約を証するため本書２通を作成し、当事者が記名押印の上各自１通を保有する。

令和７年５月 日

甲 東京都新宿区市谷本村町９－13

支出負担行為担当官

内閣衛星情報センター管理部長

室伏 祐二

乙



                                     別記様式（第４条関係） 

 
                            番号 
                            令和  年  月  日 
 
 
支出負担行為担当官 
 内閣衛星情報センター管理部長 殿 
 
 
 
 
 
 
                      受託者 氏名           
 
 
 
 

「上級英語研修の請負」業務再委託承認申請書 
 
 
 
令和  年  月  日付けで締結した標記業務について、再委託を別紙のとおり行い 
たいので承認されるよう申請します。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     別紙 
 

「上級英語研修の請負」業務再委託承認申請書 
 

 
 
再委託先の住所、氏名 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
再委託を行う業務の 
範囲 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
再委託の必要性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
再委託金額 

 

 
 

 



 

 

 

暴力団排除に関する特約条項 

 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第１条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要

せず、本契約を解除することができる。 

(１) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である

とき 

(２) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

(３) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

とき 

 (４) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしているとき 

 (５) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第２条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした

場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

(１) 暴力的な要求行為 

(２) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(３) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(４) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為 

(５) その他前各号に準ずる行為 

 

(表明確約) 

第３条 乙は、前２条各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっ

ても該当しないことを確約する。 

 ２ 乙は、前２条各号のいずれかに該当する者（以下「解除対象者」という。）を下

請負人等（下請負人（下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。）及

び再受託者、（再委託以降の全ての受託者を含む。）並びに乙、下請負人又は再受



 

 

託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同

じ。）としないことを確約する。 

 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第４条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当

該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにし

なければならない。 

２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下

請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当

該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるた

めの措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 

 

（損害賠償） 

第５条 甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、こ

れにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 

２ 乙は、甲が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合に

おいて、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

３ 甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定によりこの契約の全部又は一部を解 

除した場合は、代金（一部解除の場合は、解除部分に相当する代金）の１０パーセ 

ントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。 

４ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、 

甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第６条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢

力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた

場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速や

かに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力

を行うものとする。 

 
 
 



 

 

談合等の不正行為に関する特約条項 

 

 

（談合等の不正行為に係る解除）  

第１条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一

部を解除することができる。  

(１) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、

その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は同法第８

条の２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定によ

る排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法

第７条の４第７項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）若しく

は同法第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。  

(２) 乙又は乙の代理人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法第

１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による

刑の容疑により公訴を提起されたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起さ

れたときを含む。）。  

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項（同法第８条

の３において読み替えて準用する場合を含む。）又は同法第７条の７第３項の規定による

通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。  

 

（談合等の不正行為に係る違約金）  

第２条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部

を解除するか否かにかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づき、

契約金額の１００分の１０に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならな

い。  

(１) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の

２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排

除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。  

(２) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第

８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令

を行い、当該納付命令が確定したとき。  

(３) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項（同法第

８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）又は同法第７条の７第３項の規

定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。  

(４) 乙又は乙の代理人が刑法第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止法第８

９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。  

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項

の契約金額の１００分の１０に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当する額

を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

 (１) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法

第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命

令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

(２) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 



(３) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出して

いるとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。  

４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合に

おいて、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

  

（違約金に関する遅延利息）  

第３条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当

該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算し

た額の遅延利息を支払わなければならない。  

 

 



 

【別紙】 

個人情報取扱特記事項 

 

（個人情報保護の基本原則） 
１ 受注者は、個人情報（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法

律第 58 号）第２条第２項に規定するものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、

この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、

個人情報を適正に取り扱わなければならない。 
 
（秘密の保持） 
２ 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、

又は契約の目的以外の目的に使用してはならない。 
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 
（業務従事者への周知） 
３ 受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契

約による業務に従事している者（以下「業務従事者」という。）に対して、在職中及び退

職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知ら

せ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護の徹底に

ついて周知しなければならない。 
 
（適正な安全管理） 
４ 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の

防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。ま

た個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内

容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等

の匿名化措置を行わなければならない。 
 
（再委託の制限等） 
５ 受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはなら

ない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先（再委託先が委託先の子会

社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）で

ある場合も含む。）への必要かつ適切な監督を行わなければならない。 
 
（収集の制限） 
６ 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を

達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 
 
（利用及び提供の制限） 
７ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知

り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはな

らない。 
 
（複写、複製の禁止） 
８ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知

り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。 
 



 
(安全管理の確認) 
９ 発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜

確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱

い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所

で、当該取扱状況を検査することができる。 
発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注

者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年１回以

上、原則として実地検査により確認するものとする。 
 
（業務従事者の監督） 
10 受注者は、業務従事者に対し、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、そ

の目的外利用を禁止するものとする。 
受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定する

ものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 
受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務

に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返

還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。 
 
（改善の指示） 
11 発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理

措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通

知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。 
受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行

わなければならない。 
 
（廃棄等） 
12 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示

があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、

廃棄又は消去（以下「廃棄等」という。）しなければならない。なお、受注者がこの契約

に基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速

やかにその旨を書面で報告するものとする。 
 
（事故発生時における報告） 
13 受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれ

がある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了

し、又は解除された後においても同様とする。 
 
（違反した場合の措置） 
14 発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるととも

に必要な措置を求めることができる。 
 



業者名：

(1)　提案された内容について審査を行い、判定及び技術点を評価する。
(2)　評価項目のうち、1つでも不可がある場合は失格とする。

優 良 可 不可

十分満足
できる

満足できる
良よりやや

劣る
不合格

２（４）

２（８）ア

上級英語クラス 50 50 45 35 失格 ２（２）ア

維持向上クラス 15 15 10 5 失格 ２（２）イ

200 200 180 130 失格 ２（３）

上級英語クラス 200 200 180 130 失格 ２（９）ア、イ

維持向上クラス 50 50 45 30 失格
２（９）ア、イ
＊ｲ(ｵ）を除く

上級英語クラス 100 100 90 70 失格 2(9)ｲ(ｵ)､ｳ

上級英語クラス 50 50 45 35 失格 2(9)イ(ｶ）､ｵ､ｶ

維持向上クラス 15 15 10 5 失格 2(9)イ(ｶ）､ｵ､ｶ

５　研修内容及び研修資料
　　研修内容及び研修資料が関連分野に応じた内容の構成となっているか。

７　各試験の具体的構想
　　レベルチェック、総合試験の具体的な実施構想ができ、かつ関連分野と密接
　に関連付けられているか。

６　課題及びフィードバック
　　科目ごとに課題を準備するとともに、フィードバックの構想ができているか。

３　実施方針
　　仕様書に示す研修方針を遵守した上で、効果的な実施方針となっているか。

４　関連分野の網羅性
　　仕様書に示す関連分野を網羅しているか。

合否

１　研修期間
　　仕様書に示す期間に研修を実施できるか。

２　講　師
   仕様書に示す講師の条件を満たしているか。（官公庁３年以上等）

評 価 基 準

評価項目及び評価基準（令和７年度）

仕様書の項目
との対応

判　定

得　点

評　価　項　目　及　び　評　価　事　項

判 定

配 点

件　名　：　上級英語研修の請負

採択案件の決定方法

別
添



10%以
上低減

5%以上
低減

低減5%
未満

価格超過

50 45 35 失格

100

50

880 730 650 475

コメント

合計点

判　定

得　点

９　ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標（細部以下のとおり）
　・女性活躍推進法に基づく認定
　　(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業）
　　プラチナえるぼし ： 100点　、　えるぼし３段階目 ： 80点
　　えるぼし2段階目 ： 70点（※1）　、　えるぼし1段階目 ： 40点（※1）
　　行動計画策定 ： 20点（※2）
※1　労働時間等の働き方に係る基準を満たすことが必要
※2　常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る（計画期間が満了していない行動
　　計画を策定している場合のみ）
　・次世代育成支援対策推進法に基づく認定
　　（くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業）
　　プラチナくるみん ： 100点　、　くるみん（令和4年4月1日以降の基準） ： 70点
　　くるみん（平成29年4月1日～令和4年3月31日までの基準） ： 60点
　　トライくるみん ： 50点　、　くるみん（平成29年3月31日までの基準） ： 40点
　・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定
　　（ユースエール認定企業） ： 80点

　　複数の認定等が該当する場合、最も配点が高い区分により加点

評　価　項　目　及　び　評　価　事　項

８　経費
　　本事業に係る上限経費より低減された提案価格となっているか。

判 定
/

配 点

50

仕様書の項目
との対応

評 価 基 準

10　賃上げの実施を表明した企業等
   　【大 　企 　業】事業年度に置いて、対前年度比で給与等受給者一人あたりの平均受給額を
　　　　　　　　　　　３％以上増加させる旨、従業員に表明していること
   　【中小企業等】事業年度に置いて、対前年度比で給与総額を１．５％以上増加させる旨、
　　　　　　　　　　　従業員に表明していること



 

依頼事項 

 

 競争参加意志のある者は、提案書等提出後、概算見積書を下記の要領で記入の上、提出を依頼します。 

 

記 

 [概算見積書提出要領] 

１ 記載要領  

  (1)あ て 先  ： 内閣衛星情報センター管理部長 

  (2)日   付   ： 提出日を記入してください。 

  (3)総   額  ： 税込金額を記載するとともに、税額を併記してください。 

  (4)見 積 内 訳    ：  仕様書に沿って内訳を作成してください。 

  (5)社印・代表者印： 押印省略可。 
 

２ 提出方法 ： 郵送、持参、電子メール又はＦＡＸ 

 

３ 提出期限 ： 令和７年５月９日(金） 

  提出期限に間に合わない場合は、「４ 提出先」担当まで御連絡ください。 

 

４ 提出先  ： 内閣衛星情報センター 会計課 契約・出納班 

           〒162-1845 東京都 新宿区 市谷本村町９－１３ 

        電話番号 ０３（３２６７）９５５６ 

        ＦＡＸ  ０３（３２６７）９５５９     


